
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

守山市議会が制定をめざしている「議会基本条例」案

（目的）              （主なもの） 
第１条 この条例は、二元代表制の下での、合議制の機関で

ある議会の役割を明らかにし、もって守山市の豊かな市民生活

の実現と市勢の発展に資することを目的とする。 
（議会の活動原則） 

第２条 市議会は、市の意思決定機関として、また、行政運

営の監視機関として、その活動を通じ、市民の多様な意見を市

政に適切に反映させるとともに、積極的に政策の立案、提案を

行う。また、次の点に留意する。①公正性および透明性の確保

された市民に開かれた議会を目指すこと②市議会運用先例は

もとより、適切なルールを尊重するとともに、そのルールの内

容について、不断の見直しを行うこと 
（市民の参画） 
第４条 １、市議会は、守山市情報公開条例に基づき、情報

を公開しなければならない。２、市議会は、本会議および常任

委員会を原則として公開する。３、市議会は、市民に対する説

明責任を果たすことに留意するとともに、市民との意見交換に

努めなければならない。 
（広報公聴活動） 
第１２条 １、市議会は、市政に係る重要な情報を議会独自の

視点から、常に市民に対して公表するとともに、市民からの意

見、要望を取り上げ、その内容および対策について市民に周知

するよう努める。２、市議会は、情報技術の発達をふまえた多

様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政

に関心をもつよう議会広報活動に努める。 
 

① 基本条例の目的には「地方自治の本旨に基づき、議会の役割を明らかにし、 

市民福祉の増進に寄与する」ことを明示すべき。 

② 議会運営の公正性と透明性の確保、自由な議論を保障すること 

③ 議論の活性化を図ることをめざし、一問一答や再々質問ができるようにすること 

④ 原則全ての委員会、本会議を公開し、傍聴者の発言も認めること 

⑤ 参考人、公聴会制度を積極的に活用し、市民の専門的、政策的識見を議会に反映させるようにする 

⑥ 請願、陳情の審議においては、提案者の意見を聞く機会を設けること 

⑦ 議会全体または議員個人、会派として「議会報告会」や「研修報告」を行うこと 

⑧ 本会議のインターネット中継を実施すること 
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「
議
会
基
本
条
例
」
っ
て
ご
存
知
で
す
か
？ 

８
月
１
日
付
の
「
市
議
会
だ
よ
り
」
で
も
、
少
し
紹
介
し
て
い
ま
す

が
、「
聞
き
な
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
率
直
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
実
は
２
０
０
６
年
に
北
海
道
の
栗
山
町
議
会
で
制

定
し
た
の
が
最
初
。
そ
の
後
各
地
で
条
例
化
の
動
き
が
強
ま
り
、
現
在
で
は
全
国
１
１
８
議
会
が
制
定
し
て
い
ま
す
。

守
山
市
議
会
で
も
「
特
別
委
員
会
」
を
つ
く
っ
て
、
現
在
素
案
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
１２
月
議
会
で
の
制
定
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。
地
方
財
政
が
非
常
に
厳
し
い
中
で
地
方
自
治
体
が
如
何
に
し
て
住
民
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守
っ
て
い
く

の
か
、
が
い
ま
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
地
方
自
治
体
は
、
国
と
違
っ
て
、
二
元
代
表
制
を
し
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
同

じ
有
権
者
が
、
市
長
と
議
員
を
公
選
で
選
び
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
議
員
と
議
会
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
そ
の
指
針
を

条
文
化
し
た
の
が
、
「
議
会
基
本
条
例
」
で
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
「
条
例
を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
条
例
の
精
神

に
そ
っ
た
議
会
運
営
と
議
員
活
動
を
日
常
不
断
に
し
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
、「
市

議
会
だ
よ
り
」
も
、
ぜ
ひ
ご
一
読
い
た
だ
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
率
直
な
ご
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
。 

   

「
議
会
基
本
条
例
」
を
制
定
す
る

前
に
考
え
る
べ
き
大
事
な
視
点
は
、

地
方
自
治
体
の
役
割
と
は
何
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点
が
ブ
レ
て

い
る
と
、
議
論
は
し
て
も
生
き
た

「
条
例
」
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
地
方

自
治
体
の
第
一
の
責
務
は
、
住
民
の

福
祉
や
暮
ら
し
、
教
育
を
守
り
、
安

全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
で
す
。
市

長
も
議
員
も
公
選
で
選
ば
れ
ま
す

が
、
特
に
議
員
の
大
事
な
仕
事
は
、

市
政
の
チ
ェ
ッ
ク
役
と
住
民
の
要

求
実
現
の
た
め
に
市
政
と
市
民
を

結
ぶ
パ
イ
プ
役
で
す
。
で
す
か
ら
議

員
が
議
会
の
場
で
、
民
主
的
に
自
由

に
意
見
を
述
べ
合
い
、
最
後
は
多
数

決
で
決
め
る
と
い
う
の
が
議
会
本

来
の
あ
り
方
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
審
議
過
程
は
、
当
然
市
民
に
対

し
て
公
開
が
原
則
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
「
議
会
基
本
条
例
」

制
定
に
あ
た
っ
て
も
、
い
ま
の
議
会

の
ど
こ
に
問
題
や
課
題
が
あ
る
の

か
、
市
民
参
加
と
情
報
公
開
、
議
会

の
活
性
化
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
、

議
会
と
議
員
の
あ
り
方
を
「
条
例
」

に
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
、
と
い
う

議
論
が
必
要
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
守
山
市
議
会
の
場
合
、

「
条
例
化
」
が
先
に
あ
っ
て
、
例
え

ば
県
内
他
市
が
『
一
問
一
答
方
式
』

を
実
施
し
て
い
る
の
に
守
山
市
の

本
会
議
で
の
「
再
質
問
は
一
回
だ

け
」
。
「
市
議
会
だ
よ
り
」
も
、
「
情

報
公
開
」
と
い
う
視
点
で
見
る
と
、

ま
だ
不
充
分
で
す
。
ま
た
立
場
の
違

い
は
あ
っ
て
も
、
議
会
と
い
う
場
で

自
由
な
意
見
交
流
・
議
論
が
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
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